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令和7年4月1日任命（長谷川委員は令和7年5月1日任命）

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　山　労　働　局

区　分 氏　　   　　　　名 現　　　  　　　　　　　　職

岡 山
お か や ま

一 郎
い ち ろ う

（株）山陽新聞社 論説委員会客員論説委員

片 山
か た や ま

裕 之
ひ ろ ゆ き

弁護士

佐 々 木
さ さ き

裕 子
ゆ う こ

特定社会保険労務士

西 田
に し だ

和 弘
か ず ひ ろ

岡山大学学術研究院法務学域 教授

長 谷 川
は せ が わ

珠 子
た ま こ

岡山大学学術研究院社会文化科学学域 教授

日 下 部
く さ か べ

雅 淑
ま さ と し

ＵＡゼンセン 岡山県支部 次長

小 橋
こ ば し

政 次
せ い じ

自動車総連 岡山地方協議会 議長

高 山
た か や ま

伸 男
の ぶ お 日本基幹産業労働組合連合会 岡山県本部

事務局長

西 﨑
に し ざ き

知
と　　も　　よ　　し

佳
日本労働組合総連合会 岡山県連合会
副事務局長

村 上
む ら か み

達 哉
た つ や

電機連合 岡山地方協議会 副議長

石 黒
い し ぐ ろ

和 之
か ず ゆ き

（株）共立精機 代表取締役社長

佐 野
さ の

嘉 郎
よ し ろ う

(株)天満屋 執行役員コーポレート副部門長

鶴
つる

　　    海
み

 　　　　    元
はじめ

カーツ(株)  監査役

錦 織
に し き お り

勝 輝
か つ て る ナカシマホールディングス（株）

人事部長兼キャリア開発室長

西 谷
に し た に

治 朗
じ ろ う

岡山県経営者協会 専務理事

　　（注）五十音順　
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ａ 申出（合意）労働者数(人)

ｂ 適 用 労 働 者 数 ( 人 )

ａ/ｂ
申 出 （ 合 意 ） 労 働 者 数
の 比 率 ％

岡山県 215 耐　火　物　製　造　業 ａ 1,118

耐火物製造業最低賃金 210 上記産業において管理、補助的経済活動を行う事業所 ｂ 1,673

7282 純粋持株会社 ａ/ｂ 66.8%

22 鉄　　　　鋼　　　　業 a 4,616

岡山県 （2251銑鉄鋳物製造業（鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く）及び b 7,650

鉄 鋼 業 最 低 賃 金 当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所

を除く。）

7282 純粋持株会社

2522

岡山県 2532

空気圧縮機・ガス圧縮機・ 2535

送風機、家庭用エレベータ、 2594

冷凍機・温湿調整装置、 261 農業用機械製造業（農業用器具を除く）

玉軸受・ころ軸受、 　（農業用トラクタ製造業を除く。）

農業用機械、縫製機械、 2635 縫製機械製造業

生活関連産業用機械、 264

基礎素材産業用機械、 　（2645包装・荷造機械製造業を除く。）

半導体・フラットパネル 265 基礎素材産業用機械製造業

ディスプレイ製造装置、

真空装置・真空機器、 267 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

他に分類されない生産用 2693 真空装置・真空機器製造業

機械・同部分品、 2699 他に分類されない生産用機械・同部分品製造業

事務用機械器具、 271 事務用機械器具製造業

サービス用・娯楽用機械 272 サービス用・娯楽用機械器具製造業

器具製造業

最低賃金

7282 純粋持株会社

28

岡山県 29 電気機械器具製造業

電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器具、 及び2973医療用計測器製造業（心電計製造業を除く。）及び　

情報通信機械器具製造業 これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所

最低賃金 を除く。）

30

7282

岡山県 311 自動車・同附属品製造業 ａ 5,976

5 自動車・同附属品製造業 310 上記産業において管理、補助的経済活動を行う事業所 ｂ 12,691

最低賃金 7282 ａ/ｂ 47.1%

313 船舶製造 ・ 修理業、舶用機関製造業 ａ 2,784

岡山県 （ 3131船舶製造・修理業のうち木造船製造・修理業、 ｂ 3,260

船舶製造・修理業、舶用 木製漁船製造・修理業、3133舟艇製造 ・修理業を除く。）

機関製造業最低賃金 310 上記産業において管理、補助的経済活動を行う事業所

7282

岡山県 ａ 3,855

各種商品小売業最低賃金 ｂ 2,804

7282 ａ/ｂ 137.5%

「7282 純粋持株会社」については、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各適用範囲の産業に分類されるものに限る。※

7 改　　正
UA ゼ ン セ ン 岡 山 県 支 部 56 各　種　商　品　小　売　業

2025/6/18

（公正競争ケース) 純粋持株会社

6 改　　正 2025/6/18

日 本 基 幹 産 業 労 働 組 合 連 合 会

岡 山 県 本 部

ａ/ｂ 85.4%　　　　　　　　(労働協約ケース）

純粋持株会社

改　　正

岡 山 県 自 動 車 ・ 同 附 属 品 製 造 業

2025/6/18最 低 賃 金 連 絡 会

（公正競争ケース) 純粋持株会社

4,975

2025/6/18

岡山県電気機械器具最低賃金連絡会
（2922内燃機関電装品製造業のうち自動車用組電線製造業

b 10,818

（公正競争ケース)

a/b 46.0%
情報通信機械器具製造業

250
260
270

上記産業において管理、補助的経済活動を行う事業所

4 改　　正

電子部品・デバイス・電子回路製造業
a

純粋持株会社

2025/6/18

ｴﾚﾍﾞｰﾀ・ｴｽｶﾚｰﾀ製造業のうち家庭用ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造業

冷凍機・温湿調整装置製造業

玉軸受・ころ軸受製造業

岡山県一般機械器具最低賃金連絡会

（労働協約ケース）

b 5,377

生活関連産業用機械製造業

　(2652化学機械・同装置製造業を除く。）

a/b 60.3%（労働協約ケース）

3 改　　正

空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業

a 2,192

a/b 40.8%

1 改　　正
岡山県耐火物製造業最低賃金連絡会

2025/6/18

（公正競争ケース）

2 改　　正 2025/6/18

日 本 基 幹 産 業 労 働 組 合 連 合 会

岡 山 県 本 部

令和７年度　　　特定最低賃金改正に関する申出一覧表　

番号 最低賃金の件名 設定区分

申　　　　　出　　　　　者

　適　　用　　範　　囲 提出年月日

(申出のケース）
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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画２０２５年改訂版 

（令和７年６月１３日閣議決定） 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

 

Ⅰ．賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現  

  

１．成長型経済の起点となる実質賃金１％上昇のノルムの定着  

賃上げこそが成長戦略の要である。  

新しい資本主義では、これまで、賃上げ・設備投資・スタートアップ育成・イノ

ベーションのための施策に一体的に取り組むとともに、社会全体での賃上げの機運

醸成に向けて粘り強く官民連携での取組を進めてきた。  

今年の春季労使交渉に向けては、ベースアップを念頭に大幅な賃上げへの協力を

呼び掛けるとともに、賃上げ環境の整備に加速して取り組んできた。  

その結果、日本経済は、現在、33 年ぶりの高水準となった昨年を更に上回り、２

年連続で５%を上回る水準となっている春季労使交渉での賃上げ 1、過去最高水準の

設備投資 2,600 兆円を超える名目 GDP など、30 年間の長きにわたるデフレ経済から

完全脱却する歴史的チャンスを手にしている。  

我が国経済は、現在、「賃上げと投資がけん引する成長型経済」 へと移行できる

か否かの分岐点にあり、この成長型経済を実現するためには、現在の賃上げのすう

勢が、我が国の雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者、地方で働く皆様にも

行き渡るように取り組むことで、賃上げを起点として、賃上げと投資の好循環を確

実なものとし、さらに、その好循環の拡大と加速を図ることが重要である。  

2029 年度までの５年間で、日本経済全体で、実質賃金で年１%程度の上昇、すな

わち、持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年１%程度上回る賃金上昇を賃

上げのノルム（社会通念）として我が国に定着させる。  

この賃上げのノルム （社会通念）の定着のため、今般、「新しい資本主義実行計画」

を改訂し、 賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現に向けて、「中小企業・小

規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の実行を通じた中小企業・小規模事業者の

経営変革の後押しと賃上げ環境の整備、投資立国の実現、スタートアップ育成と科

学技術・イノベーション力の強化、人への投資・多様な人材の活躍推進、資産運用

立国の取組の深化、地方経済の高度化等に、官民が連携して取り組む。  

  

２．デフレ時代に固定化されたあらゆる制度の見直し  

日本経済を、賃上げと投資の好循環による成長軌道に確実に乗せていくためには、

足元での円安等を背景としたコストプッシュインフレ・物価高への対応を進めると

ともに、物価が上昇基調になったことを踏まえ、予算・税制における長年据え置か
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れたままの様々な公的制度について、国民生活へ深刻な影響が及ばないよう、見直

しを進める必要がある。すなわち、国が民間に賃上げと価格転嫁を呼び掛けるだけ

でなく、今こそ、国が賃上げと価格転嫁の先導役になり、日本経済を絶対にデフレ

時代に後戻りさせることのないように、官の取組を進めなければならない。  

この観点から、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」において、

①働き手の賃上げ原資を確保するための官公需における価格転嫁の徹底、②公定価

格(医療 ・介護・保育・福祉等) の引上げに取り組むとともに、政府自身が物価上昇を

上回る賃金上昇の実現に向けて率先垂範すべく、③全府省庁における予算・税制に

係る公的制度の基準額・閾値の総点検と見直しを進めることにより、官側の制度が

デフレ時代から長年にわたり変更されずに固定化されていないか、それが成長型経

済の実現を阻害することになっていないか、あらゆる角度から総点検し、デフレ時

代に固定化されたあらゆる官側の制度の抜本見直しによる我が国のインフレへの

対応力の強化を進める。また、官民で消費者のデフレマインドを払拭していく。 

 

３．労働供給制約社会の中での「稼ぐ力」の向上 

官が先導役となって我が国のデフレ心理を払拭した上で、我が国が本格的な労働

供給制約社会へと突入し、人手不足が深刻化する中にあっても、企業・産業の供給

力、すなわち、「稼ぐ力」を高めることで、 賃上げと投資の好循環の拡大と加速を

図る必要がある。  

すなわち、我が国のものづくりの強みをいかして、アジアなど成長市場の活力を

取り込み、進化した製造業が勝ち筋を追求するとともに、地方においてサービス業

等の生産性向上を実現するといった課題の克服が必要である。  

このため、刻々と変化する国際経済環境の中であっても、諸外国における政策変

更に揺るがされることなく、ＧＸ分野での 150 兆円超の成長志向型カーボンプライ

シングの制度化、ＤＸ分野での 50 兆円超の AI・半導体産業基盤フレーム、経済安

全保障分野でのサプライチェーン国内回帰策など、国内投資について、予見可能性

を高め、規制・制度・支援一体で推し進めていく。また、中堅企業の創出・成長加

速、新たな勝ち筋となる分野の研究開発・輸出の後押し、ＰＥファンド （プライベー

ト･エクイティ・ファンド:未上場企業の株式への出資を行うファンド）等への成長投資の

強化等を通じて、我が国における投資の量と質の双方を大幅に強化する。さらに、

地方におけるスタートアップ･エコシステムの形成と創業後の成長促進の観点から

の「スタートアップ育成５か年計画」の強化、大学と企業の双方での科学技術･イノ

ベーション力の強化に取り組む。  

海外市場と両輪で、我が国の成長のドライバーとなり得るのは、地方に眠る活力

である。伸びしろのある地方においてこそ、賃上げと投資の好循環を拡大させるこ

とが重要であり、企業版ふるさと納税の制度改善や、大企業やスタートアップの積

極的な投資による拠点整備に大胆なインセンティブが働くよう、税制も含めた環境

整備に取り組む。こうした取組も含め、様々なアイデアを実現することにより、全
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国各地での新しい形の企業城下町の形成を一気呵成に進めていく。  

同時に、こうした「稼ぐ力」の向上のための取組と併せて、構造的な賃上げのた

めの三位一体の労働市場改革等 の人への投資と多様な人材の活躍推進、国民の長

期・安定的な資産形成を支援する「資産運用立国」の取組について、手綱を緩める

ことなく加速して取り組んでいく。  

個別の短期的課題には適切に対処しつつ、それがこうした 30 年ぶりの我が国の構

造的な経済回復のチャレンジを停滞させることのないよう、スピード感を持って取

組を進める。  

  

  

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進 

賃上げこそが成長戦略の要である。  

2029 年度までの５年間で、日本経済全体で、実質賃金で年１%程度の上昇、すな

わち、持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年１％程度上回る賃金上昇を

賃上げのノルム（社会通念）として我が国に定着させる。  

特に、我が国の雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者の経営変革の後押し

と賃上げ環境の整備を通じ、全国津々浦々で物価上昇に負けない賃上げを早急に実

現・定着させるため、2029 年度までの５年間で集中的に取り組む政策対応を「中小

企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の施策パッケージとして以下に示

し、政策資源を総動員してこれを実行する。  

具体的には、官公需も含めた価格転嫁・取引適正化、中小企業・小規模事業者の

生産性向上、事業承継・M&A 等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化に取り

組むとともに、地域で活躍する人材の育成と処遇改善を進める。  

取り分け、サービス業を中心に最低賃金の引上げの影響を大きく受ける、人手不

足が取り分け深刻と考えられる 12 業種については、業種ごとに生産性向上の目標

を掲げ、2029 年度までの５年間で集中的な省力化投資・生産性向上を実現するため

の「省力化投資促進プラン」を強力に実行する。  

また、最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受

ける中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1,500 円と

いう高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の

取組を５年間で集中的に実施する。 

 

～国・自治体・業種ごとの価格転嫁状況の徹底的な可視化と改善～  

中小企業・小規模事業者の賃上げと経営変革の原資の確保のため、地方の中小企

業・小規模事業者の需要の多くを占める自治体の官公需（17.4 兆円（202 年度））及

び・独立行政法人等の官公需(11.0 兆円）において、低入札価格調査制度・最低制限

価格制度の導入・活用を進めるとともに、自治体における両制度の導入状況の可視

化や重点支援地方交付金の徹底活用等を通じ、的確な発注手続の実施と徹底した価
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格転嫁を進める。また、価格転嫁率が低い業種を中心に、中小受託取引適正化法の

執行強化及び労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の徹底等により、

原材料費やエネルギーコストの転嫁はもとより、労務費を含む価格転嫁の商習慣化

を社会全体に定着させる。 

 

～５年間 60 兆円の官民での生産性向上投資と全国 2,000 を超える者によるきめ

細かな支援～  

2030 年度 135兆円･2040年度 200兆円という新たな官民国内投資目標を必ず達成

するため、その重要な担い手である中小企業・小規模事業者が、労働供給制約下に

おいても省力化等を通じて生産性を向上させることができるよう、2029 年度までの

５年間でおおむね 60 兆円程度 （中小企業実基基本調査ベース）の生産性向上のための

投資を実現する。このため、12 業種の「省力化投資促進プラン」の実行とともに、

全国約 2,200 か所の商工会・商工会議所や中小企業団体中央会等でデジタル支援ツ

ールも活用した全国規模でのサポート、全国約 500 機関の地域金融機関による賃上

げ等に悩む中小企業・小規模事業者に対する政府の支援等の紹介やデジタル支援ツ

ールを活用した支援、希望する中小企業・小規模事業者に対する専門家派遣や徹底

した伴走支援、複数年にわたる生産性向上支援を通じて、おおむね 60兆円の生産性

向上投資を官民で実現する。 

 

～336 万者の経営者全員がいつでも事業承継・M&A 等を相談できる支援体制の構築

～  

336 万者の中小企業･小規模事業者のうち、約 100 万者では経営者の年齢が 70 歳

以上であり、こうした経営者の高齢化などを背景に黒字廃業も増加している現状を

踏まえ、希望する全ての経営者が、自らの意向や経営基盤の状況に基づき、事業承

継・M&A 等の選択肢も含めて先々の経営判断を計画的に行うことができる事業環境

を整備する。  

  

～地域で活躍する人材の育成と処遇改善～  

国民生活を支えている就業人口の約６割を占める現場人材の持続的な賃上げを

実現するためには、高度なスキルを身につけて生産性を高めつつ、処遇を含め、よ

り魅力ある職業としていくことが必要である。アドバンスト・エッセンシャルワー

カー （デジタル技術等も活用して現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー）の育成

や、ＡＩ等の技術トレンドを踏まえた幅広い労働者のリ・スキリング、医療・介護・

保育・福祉等の現場での公定価格の引上げに取り組むことを通じ、全国津々浦々の

それぞれの地域で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できる環境を整備す

る。  
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～地方創生のための地方での賃上げ環境整備の後押し～  

「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、中小企業・小

規模事業者の生産性向上、官公需の価格転嫁等について、都道府県・市町村が地域

の状況に応じてきめ細かな賃上げ環境整備に取り組むことを、各種の交付金等を活

用して、国としても後押しする。その際、地域の労使ともよくコミュニケーション

を取って取組を進めることとする。 

 

１．官公需も含めた価格転嫁・取引適正化  

これまでの官民の価格転嫁の取組により、価格転嫁率は徐々に上昇してきている。

他方で、「価格転嫁が全くできない」と回答した企業も、その比率は減少しているも

のの残っており、価格転嫁対策等の取引適正化を更に徹底して進めることが必要で

ある。また、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の源泉・生産性向上の鍵となる知的

財産が大企業等との取引において適切に保護されることが重要である。  

中小企業・小規模事業者が「成長型経済」の競争に向けた経営変革にチャレンジ

するためには、まず、積極的な賃上げと投資を可能とするだけの十分な原資を確保

することのできる環境を整備する必要がある。  

社会全体で適切な取引慣行の定着に向けて、労務費等の価格転嫁について、中小

受託取引適正化法を踏まえた業所管省庁の執行体制強化や、労働基準監督署の活用

等により、業種別・規模別での改善策の徹底を図るとともに、地方の中小企業・小

規模事業者にとって重要度の高い「官公需における価格転嫁のための施策パッケー

ジ」を以下のとおり、新たに策定し、関係省庁一丸となってこれを強力に実行する。  

また、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の源泉・生産性向上の鍵となる知的財産

の保護の強化と活用促進に取り組む。  

  

（１）官公需における価格転嫁策の強化  （略） 

 

（２）労務費等の価格転嫁の更なる推進 （略） 

 

（３）中小企業・小規模事業者の知的財産の保護の強化 （略） 

 

２．サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上  

足元では企業の人手不足感はバブル期以来の高水準まで増加しており、特に国内

の雇用の７割を支える中小企業・小規模事業者、同じく雇用の７割を支えるサービ

ス業で深刻な状況である。今後も我が国の生産年齢人口は減少し、労働供給制約が

ますます厳しくなることが見込まれる一方で、いまだ十分な省力化投資やデジタル

化が進んでいない現状を踏まえ、労働供給制約下であっても中小企業・小規模事業

者が付加価値の向上を実現できるよう、本年から 2029 年度までの５年間を集中取

組期間として、省力化投資・デジタル化投資を通じた、生産性向上を集中的に後押
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しする。  

取り分け生産性向上の必要が大きい「最低賃金引上げの影響を大きく受ける業種」

や「人手不足が深刻な業種」について、業種別の「省力化投資促進プラン」を新た

に策定した。この中で、業種ごとの生産性向上の目標を設定するとともに、2029 年 

度までの５年間を集中取組期間として、業種の特徴を踏まえたきめ細かな対応や支 

援策の充実、全国的なサポート体制の整備に取り組む。  

また、成長志向の中小企業・小規模事業者が、自社の付加価値向上のための投資

に積極的に取り組むことができるように取組を強化する。  

  

（１）業種別の「省力化投資促進プラン」 の実行  （略） 

 

（２）全国的なサポート体制を通じた業種別の「省力化投資促進プラン」の徹底的

な伴走支援と業種横断的な支援の充実  （略） 

 

（３）12 業種における省力化投資の具体策 （略） 

 

（４）成長志向の中小企業・小規模事業者の挑戦支援 （略） 

 

（５）地域の中小企業・小規模事業者における人材の確保 （略） 

 

３．事業承継・M&A 等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化  

336 万者の中小企業・小規模事業者のうち、約 100 万者では経営者の年齢が 70 歳

以上である 11。こうした経営者の高齢化などを背景に廃業は増加し、その半数以上

は黒字企業であるという現状や、若い経営者の企業ほど新商品開発等の新たな取組

に積極的であるという傾向を踏まえ、中小企業・小規模事業者の経営者が、自らの

意向や経営基盤の状況に基づき、事業承継・M&A 等の選択肢も含めて先々の経営判

断を計画的に行うことができる事業環境を社会全体として作り上げる観点から、中

小企業・小規模事業者の事業承継・M&A に関する様々な障壁を取り払うための以下

の施策から成る「事業承継・M&A に関する新たな施策パッケージ」を策定し、これ

に取り組む。  

具体的には、M&A 後の不安を解消するスキーム等の M&A の売手側の経営者に対

する支援策の強化、M&A を仲介する機関の登録制度の実効的運用に加え、新たな専

門家の資格制度の創設の検討等の経営者から信頼される官民の M&A 支援機能の強

化、経営能力に優れた M&A の買手とのマッチングの支援等の取組を進める。  

この中で、地域において経営者との継続的な関係の中で経営課題を把握できる立

場にある地域金融機関においても、中小企業・小規模事業者の計画的な事業承継・

M&A を積極的に支援するよう促す。  

相続税・贈与税の 100％を猶予する事業承継税制 （特措置置）に関し令和７年度与
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党税制改正大綱において「事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影

響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方については今後も検討する」と記載され

ていることに鑑み、事業承継に係る政策の在り方の検討を進める。  

また、労働者の雇用の維持や働く環境の重要性に鑑み、事業承継 ・Ｍ＆Ａ時におい

て、労働者の保護に関する法令等にのっとった対応を徹底する。  

  

（１）M&A の売手側の経営者に対する支援策の強化 （略） 

 

（２）経営者から信頼される官民の M&A 支援機能の強化 （略） 

 

（３）経営能力に優れた M&A の買手とのマッチング等の支援 （略） 

 

（４）地域金融機関による事業継続に向けたコンサルティングの促進 （略） 

 

（５）事業承継税制等の検討 （略） 

 

（６）経営者保証に依存しない融資の促進と事業承継の際の解除の促進 （略） 

 

 

４．地域で活躍する人材の育成と処遇改善  

それぞれの地域で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できることが重要

である。そのため、あらゆる労働者が、生成ＡＩ等のデジタル技術の台頭も踏まえ

た今後の産業と労働市場の見通しやその中での働き方の選択肢に関する十分な情

報を得つつ生涯を通じて自ら働き方を選択でき、リ・スキリングなどによる能力向

上や仕事について行った努力が、確実に賃金向上という形で報われるという社会の

実現のために、良質な雇用の提供や、地域で活躍する多様な人材の活躍を推進する

ための環境整備を進める。また、賃上げの流れが地方にも波及するよう、地方版政

労使会議を引き続き開催する。  

  

（１）アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成 （略） 

 

（２）ＡＩ等の技術の進展に応じた幅広い労働者のリ・スキリング （略） 

 

（３）社内外のスキル・賃金水準の可視化と効果的な情報提供 （略） 

 

（４）医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ （略） 
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５．最低賃金の引上げ  

最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中

小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1,500 円という高

い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を

５年間で集中的に実施する。  

政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、①

地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転

嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれに基づくきめ

細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向

上、③中小・小規模事業の経営者の方々の事業承継・M&A に関する不安や障壁を取

り払い、先々の経営判断を計画的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍す

る人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを実行する。  

また、EU 指令においては、賃金の中央値の 60%や平均値の 50%が最低賃金設定に

当たっての参照指標として加盟国に示されている。最低賃金の引上げについては、

我が国と欧州では制度・雇用慣行の一部に異なる点があることにも留意しつつ、こ

れらに比べて、我が国の最低賃金が低い水準となっていること及び上記の施策パッ

ケージも踏まえ、法定３要素のデータに基づき、中央最低賃金審議会において議論 

いただく。  

「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」には、中小企業・小規模

事業者の生産性向上、官公需の価格転嫁等が定められている。国は、計画を踏まえ、

都道府県・市町村が地域の状況に応じてきめ細かな賃上げ環境整備に取り組むこと

を、様々な政策手段を活用して後押しする。その中で、各都道府県の地方最低賃金

審議会において中央最低賃金審議会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた

場合は、持続的な形で売上拡大や生産性向上を図るための特別な対応として、政府

の補助金における重点的な支援を行うことや、交付金等を活用した都道府県の様々

な取組を十分に後押しすることにより、生産性向上に取り組み、最低賃金の引上げ

に対応する中小企業・小規模事業者を大胆に後押しする。  

地方最低賃金審議会において、これらの政府全体の取組や各都道府県の賃上げ環

境も踏まえ、法定３要素のデータに基づき、実基を踏まえた審議決定となるよう、

議論いただく。  

地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是

正を図る。 

 

 

Ⅲ．投資立国の実現  ～ Ⅸ．（略） 
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経済財政運営と改革の基本方針 2025 について 

（令和 7年 6月 13 日閣議決定） 

 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

 

第１章 マクロ経済運営の基本的考え方  

  

１．日本経済を取り巻く環境と目指す道  

  

世界に安定と繁栄をもたらしてきた国際秩序は、現在、自国第一主義や権威主義的国家

の台頭によって変化しつつある。力や威圧による一方的な現状変更の試みも続いている。  

  

政府は、いかなる状況下にあっても、国益を守り抜く。そのため、法の支配に基づく自

由で開かれた国際秩序を維持・強化すると同時に、パワーポリティクスの下で新たな国際

秩序が形成されることにも備える。そして、世界の安定と繁栄に貢献しながら、我が国経

済社会の持続性を確保していく。  

  

厳しさを増しているのは国際環境だけではない。国内では、例えば、頻発する自然災害や

甚大な被害が想定される大規模地震への対処、老朽化したインフラの保全、エネルギー・

食料・経済安全保障の確立など、強靱な経済構造をつくるための課題は山積している。  

  

本格的な人口減少を見据えた経済・財政・社会保障制度の持続可能性の確保など、これ

まで指摘されながら、必ずしも十分に進んでいない構造改革への取組。人口減少下にあっ

ても、経済のパイを縮小させないためのイノベーションや生産性の向上、そして、その前

提となる質の高い雇用の確保。我が国を取り巻く国際秩序が大きく変化する中にあっても、

官民が連携し、こうした課題解決のための取組を推進し、我が国経済の持続的成長と国民

生活の豊かさの向上を目指すことこそが、「新しい資本主義」の実現にほかならない。  

  

「新しい資本主義」の実現に向けた取組によって、30 年続いたコストカット型経済は終焉

を迎えつつあり、５％を上回る賃上げが２年連続して実現した。石破内閣は、その取組を

更に進め、「賃上げこそが成長戦略の要」との考え方に立って、最低賃金の引上げを含め、

物価上昇を安定的に上回る賃上げを実現する。そして、国民が「今日より明日はよくなる」

と実感でき、ふるさとへの思いを高めることができる「新しい日本・楽しい日本」を実現

することを目指す。そのための経済財政運営と改革の基本方針が、本方針である。  

  


フリーテキスト
 資料№４
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２．当面のリスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現  

 

 米国による一連の関税措置及びその後の対抗措置の応酬は、これまで国際社会が培ってき

た自由で開かれた貿易・投資体制をゆるがせにするものとして、我が国からの輸出を減少

させるだけでなく、家計や企業のマインドの慎重化を通じて消費や投資を下押しするおそ

れがあり、我が国経済全体を下振れさせるリスクとなっている。また、足元では、食料品

を中心とする物価高が継続し、家計や企業は、依然として厳しい状況に置かれている。  

  

まずは、これらのリスクへの備え・対応に万全を期す。 

 

戦後国際社会が築き上げてきた自由貿易体制の恩恵を受ける我が国としては、米国に対

して措置の見直しを強く求めつつ、日米が共に成長するための協力関係を力強く推し進め

るため、粘り強く協議を続ける。同時に、関税措置による国内産業・経済への影響を想定

し、資金繰り対策など、必要な支援を行うだけでなく、あらゆる事態を想定して万全の措

置を講ずる。また、国内投資の拡大やサプライチェーンの強靱化、対日直接投資の促進、

円滑な労働移動等に取り組むとともに、内需の拡大を含め外的環境の変化に強い経済構造

を構築する。  

  

足元の物価高については、その動向が家計や事業活動に与える影響に細心の注意を払い

つつ、令和６年度補正予算や令和７年度予算に盛り込んだ施策に加え、物価や国民生活の

状況に応じて、政府備蓄米の売渡し、燃料油価格の定額引下げ、電気・ガス料金支援を追

加しており、あらゆる政策を総動員して、国民生活・事業活動を守り抜く。  

  

我が国経済は、これらのリスクに直面する一方で、現在、名目ＧＤＰは 600 兆円を超え、

賃金も２年連続で５％を上回る賃上げ率が実現するなど、成長と分配の好循環が動き始め

ている。コストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、成長型経済への移行を確

実なものとするため、当面のリスクへの備え・対応に万全を期すとともに、日本経済全国

津々浦々の成長力を強化する。  

  

「賃上げこそが成長戦略の要」である。持続的・安定的な物価上昇の下、日本経済全体

で１％程度の実質賃金上昇を定着させ、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。こ

の実現に向け、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、適切な価格転嫁や生産

性向上、経営基盤を強化する事業承継・Ｍ＆Ａを後押しするなど、賃上げ支援の施策を総

動員する。最低賃金を着実に引き上げ、2020 年代に全国平均 1,500 円という高い目標に向

かってたゆまぬ努力を続ける。将来における賃金・所得の増加にも取り組む。企業の稼ぐ

力を継続的に高めるため、ＧＸ・ＤＸ、スタートアップ、経済安全保障等の分野において、

官と民が連携した投資が行われる「投資立国」の取組を進める。貯蓄から投資への流れを
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確実なものとし、中長期の視点から国民の資産形成を後押しする「資産運用立国」の取組

を進める。  

  

「地方創生２.０」は、「新しい日本・楽しい日本」を実現するための政策の核心である。

「令和の日本列島改造」としてこれを進め、「若者や女性にも選ばれる地方」を実現する取

組等を通じて、日本全体の活力を取り戻す。  

  

国民の安心・安全を確保することは、成長型経済への移行の礎となる。東日本大震災や

令和６年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・復興、防災・減災・国土強靱化、

外交・安全保障環境の変化への対応、犯罪対策の強化等に取り組む。  

  

減税政策よりも賃上げ政策こそが成長戦略の要という基本的考え方の下、既に講じた減

税政策に加えて、これから実現する賃上げによって更に手取りが増えるようにする。その

ために、経済全体のパイを拡大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普及・定着させ、現

在及び将来の賃金・所得が継続的に増加する「賃上げを起点とした成長型経済」を実現す

ることを目指す。  

  

政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・物価動向に応じた機動的なマクロ

経済政策運営を行う。政府は、競争力と成長力強化のための構造改革に取り組むとともに、

持続可能な財政構造を確立するための取組を推進する。日本銀行には、経済・物価・金融

情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、

２％の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。  

  

経済財政諮問会議においては、今後とも、経済・財政の状況、金融政策を含むマクロ経

済政策運営、外的環境の変化に対する耐性が強い経済構造への変革に向けた取組等につい

て、定期的に検証する。  

  

 

３．人口減少下における持続可能な経済社会の構築  （略） 

  

４．人中心の国づくり  （略） 

  

５．不確実性が高まる国際情勢への備え  （略） 

  

 

 

 



4 

 

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現  

  

１．物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 ～賃上げ支援の政策総動員～  

  

（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行  

  2029 年度までの５年間で、日本経済全体で年１％程度の実質賃金上昇、すなわち、持続

的・安定的な物価上昇の下、物価上昇を１％程度上回る賃金上昇をノルムとして定着させ

る。この実現に向け、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、価格転嫁・取引適

正化、生産性向上、事業承継・Ｍ＆Ａによる経営基盤強化及び地域の人材育成と処遇改善

に取り組む。  

価格転嫁・取引適正化については、「官公需における価格転嫁のための施策パッケージ」

に基づく取組として、低入札価格調査制度 6 及び最低制限価格制度 7 の導入拡大・活用、

「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」8 に基づく物価上昇に伴うスライド対応や

期中改定、国・独立行政法人等及び地方公共団体において必要となる予算の確保等を進め

る。 

中小受託取引適正化法の執行体制を強化するとともに、「労務費の適切な転嫁のための価

格交渉に関する指針」の周知広報を徹底する。パートナーシップ構築宣言の拡大や実効性

の向上を含め、サプライチェーン全体で取引適正化を進める。中小企業の知的財産への侵

害に関する実態調査を行い、独占禁止法上の指針を策定するほか、知財経営支援ネットワ

ークを通じたリテラシーの向上等に取り組む。  

生産性向上については、飲食業、宿泊業、小売業等の 12 業種で策定した「省力化投資促

進プラン」に基づく官民での取組の目標を達成するため、2029 年度までの集中的な取組と

して、デジタル支援ツールを活用したサポート、全国的な伴走型支援、複数年にわたる生

産性向上支援を通じて、2029 年度までの５年間でおおむね 60 兆円の生産性向上投資を官

民で実現する。地域の経営人材を確保するため、「週一副社長」の普及、マッチング支援の

強化、副業・兼業の促進に取り組む。  

事業承継・Ｍ＆Ａについては、「事業承継・Ｍ＆Ａに関する新たな施策パッケージ」に基

づき、支援機関による売手側のニーズの掘り起こしの強化、事業承継・引継ぎ支援センタ

ーの体制強化等に取り組む。事業承継税制（特例措置）に関し、令和７年度与党税制改正

大綱の記載に鑑み、事業承継に係る政策の在り方の検討を進めるとともに、後継者の経営

能力の育成に取り組む。 

 

地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期大学、高等専門学校

及び専門学校においてアドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成に取り組むほか、医

療・介護・保育・福祉等の人材確保に向けて、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公定価

格の引上げを始めとする処遇改善を進める。  

この他、（２）に記載する取組を含め、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年
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計画」に基づく取組を進める。  

最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・

小規模事業者の賃上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1,500 円という高い目標の達成に

向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を５年間で集中的に実施

する。  

政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、①地方の

中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転嫁・取引適正化

の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実と

支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経

営者の方々の事業承継・Ｍ＆Ａに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画的

に行うことができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッケ

ージを実行する。また、ＥＵ指令においては、賃金の中央値の 60％や平均値の 50％が最低

賃金設定に当たっての参照指標として、加盟国に示されている。最低賃金の引上げについ

ては、我が国と欧州では制度・雇用慣行の一部に異なる点があることにも留意しつつ、こ

れらに比べて、我が国の最低賃金が低い水準となっていること及び上記の施策パッケージ

も踏まえ、法定３要素のデータに基づき、中央最低賃金審議会において議論いただく。  

「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」には、中小企業・小規模事業者

の生産性向上、官公需の価格転嫁等が定められている。国は、計画を踏まえ、都道府県・市

町村が地域の状況に応じてきめ細かな賃上げ環境整備に取り組むことを、様々な政策手段

を活用して後押しする。その中で、各都道府県の地方最低賃金審議会において中央最低賃

金審議会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた場合は、持続的な形で売上拡大や生

産性向上を図るための特別な対応として、政府の補助金による重点的な支援を行うことや、

交付金等を活用した都道府県の様々な取組を十分に後押しすることにより、生産性向上に

取り組み、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者を大胆に後押しする。  

地方最低賃金審議会において、これらの政府全体の取組や各都道府県の賃上げ環境も踏

まえ、法定３要素のデータに基づき、実態を踏まえた審議決定となるよう、議論いただく。  

地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図

る。 

 

（２）三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し  

  1990 年代のバブル崩壊以降、経済全体が力強さを欠く中で、企業はコストカットを迫ら

れ、既存の雇用を維持しつつ人件費を抑制し、また、非正規雇用労働を採用した結果、労

働生産性の変化が的確に反映されず、賃金全体が伸び悩んだ。人手不足の深刻化が見込ま

れる中、成長型経済への移行を確実なものとするためには、労働者一人一人の雇用の質・

労働生産性を向上させるとともに、労働市場の流動性を高め、我が国経済全体の生産性向

上と持続的な賃上げにつなげていくことが求められる。 
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（三位一体の労働市場改革）  （略） 

  

（多様で柔軟な働き方の推進） （略） 

 

（個別業種における賃上げに向けた取組）  

建設業や自動車運送業の賃上げに向け、労務費の基準の設定及び実効性確保、建設キャ

リアアップシステムの利用拡大、賃上げに対応した運賃設定や荷主への是正指導の強化等

を通じ、処遇改善や取引適正化を推進する。警備業やビルメンテナンス業の賃上げに向け、

官公需におけるリスクや重要度に応じた割増加算を含め、適切な単価設定や分離発注の徹

底により、労務費の価格転嫁を進める。 

 

医療・介護・障害福祉の処遇改善について、過去の報酬改定等における取組の効果を把

握・検証し、2025 年末までに結論が得られるよう検討する。  

  

（中堅・中小企業による賃上げの後押し）  

事業者の定期的な情報提供を促す仕組みを検討するとともに、地域金融機関・信用保証

協会のＩＴ化を進め、予兆管理を強化する。政府系金融機関、中小企業基盤整備機構又は

中小企業活性化協議会の支援を通じ、再生支援が必要な企業のロールアップを促進する。 

事業者選択型経営者保証非提供制度の活用状況をフォローアップし、経営者保証に依存

しない融資慣行の確立を目指す。「再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージ」に基づく取

組を進める。  

地域経済への波及効果が大きい重点支援企業を選定し、地域ごとの支援体制を整備する。 

中堅企業の研究開発や大規模設備投資を支援するとともに、ファンド等からの出資を通じ、 

資金調達環境を整備する。海外展開を担える高度人材の受入れ、家族経営形態のガバナン

スの強化を促進する。100 億円超えの売上げを目指すことを宣言する企業の設備投資支援

等を行うとともに、中小・小規模事業者の新事業進出・事業構造転換、研究開発及び新製

品・サービス開発を支援する。  

地域の社会課題解決の担い手となるローカル・ゼブラ企業の育成に向け、社会的インパ

クト評価を資金調達につなげる環境整備を進める。地域の生活を支えるサービスの供給を

維持・発展させる「地域協同プラットフォーム」を支援する。  

中小企業・小規模事業者の人材管理を含めた経営に対する支援の体制・機能を強化する。 

企業の情報・支援ニーズを集約した、中小企業と支援機関とのマッチングに係る基盤（セ

カマチ）の機能を拡充する。「小規模企業振興基本計画」31を踏まえ、経営力向上のための

商工会・商工会議所による支援を行う。独立行政法人工業所有権情報・研修館の機能の地

方展開に取り組む。  
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２．地方創生２.０の推進及び地域における社会課題への対応 （略） 

 

３．「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加 （略） 

 

４. 国民の安心・安全の確保 （略） 

 

 

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 

 

１．「経済・財政新生計画」の推進 （略） 

 

２．主要分野ごとの重要課題と取組方針 （略） 

 

３．計画推進のための取組の強化 （略） 

 

４．物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し  

  

賃上げや投資が増加し、コストカット型経済からの脱却が見えてきた今、政府自身が、

物価上昇を上回る賃金上昇の実現に向けて率先すべく、以下の３つの取組を総合的に実行

する。その際には、労働の価値、平素からの備えの価値を正しく評価し、価格に表すこと

の重要性を軸に据えて取組を進める。  

物価上昇が継続していることを踏まえ、予算、税制における長年据え置かれたままの様々

な公的制度に係る基準額や閾値について、国民生活へ深刻な影響が及ばないよう、省庁横

断的・網羅的に点検し、見直しを進める。その際、各項目の点検と併せ、政策効果を担保す

るため、制度の特性に応じた定期的な改定ルールを設け、足元の物価上昇に的確に対応で

きるような仕組みづくりを行う。  

同時に、本基本方針第２章及び第３章に記載している、  

・公定価格（医療・介護・保育・福祉等）の引上げ  

・働き手の賃上げ原資を確保できる官公需における価格転嫁の徹底  

を省庁横断的に推進する。 

 

 

第４章 当面の経済財政運営と令和８年度予算編成に向けた考え方  

  

１．当面の経済財政運営について  

   

我が国経済は、緩やかに回復している一方で、米国の関税措置等の影響、物価上昇の継
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続が個人消費に及ぼす影響に伴う下振れリスクには、注意する必要がある。  

米国の関税措置への対応や当面の物価高への対応を始め、経済財政運営に万全を期す。

引き続き、経済・物価動向に応じた機動的な政策対応を行っていく。  

「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとするよう、物価上昇を

上回る賃上げを起点として、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。地域の中堅・

中小企業の最低賃金を含む賃上げの環境整備として、適切な価格転嫁や生産性向上、経営

基盤を強化する事業承継・Ｍ＆Ａを後押しするなど、施策を総動員する。  

このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」及び令和６年度補

正予算並びに令和７年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。  

日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、

賃金と物価の好循環を確認しつつ、２％の物価安定目標を持続的・安定的に実現すること

を期待する。  

  

２．令和８年度予算編成に向けた考え方   

  

①  当面のリスクへの備え・対応に万全を期すほか、賃上げ支援の施策を総動員するとと

もに、日本経済全国津々浦々の成長力を強化することによって、成長型経済への移行を

確実にすることを目指す。  

  

②  令和８年度予算は、本方針及び骨太方針 2024 に基づき、中期的な経済財政の枠組みに

沿った編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。  

  

③  地方創生２.０の推進、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、官民連携による投資

の拡大、防災・減災・国土強靱化、防衛力の抜本的強化を始めとする我が国を取り巻く

外交・安全保障環境の変化への対応、外的環境の変化に強い経済構造の構築、少子化対

策・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずることによっ

て、メリハリの効いた予算編成とする。  

  

④  ＥＢＰＭ・ＰＤＣＡを推進し、ワイズスペンディングを徹底する。「経済・財政新生計

画」における重要課題への対応など、中長期視点に立った経済・財政・社会保障の持続

可能性の確保に向けた取組を進める。 



                                    

 岡 山 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 運 営 規 程 

 

 

制定 昭和３４年９月１日 

第１回岡山地方最低賃金審議会にて議決 

改正 昭和４０年１１月２日 

第５９回岡山地方最低賃金審議会にて議決 

改正 昭和４１年１２月２日 

第６７回岡山地方最低賃金審議会にて議決 

改正 平成８年４月１日（議事要旨公開） 

第２９７回岡山地方最低賃金審議会にて議決 

改正 平成９年１２月８日（議事録公開） 

第３１６回岡山地方最低賃金審議会にて議決 

改正 平成１３年５月９日（会議公開） 

    第３４８回岡山地方最低賃金審議会にて議決 

 

第１条  岡山地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、

最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和

３４年政令第１６３号）に定めるもののほか、この規程の定めるところ

による。 

 

第２条  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたとき

のほか、岡山労働局長、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代

表委員及び公益代表委員各１人以上を含む３人以上の委員から開催の

請求があったとき、会長が招集する。 

２ 前項の規定により岡山労働局長又は委員が会議の開催を請求しようと

する場合には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１０ 

日前までに、会長に通知しなければならない。 

３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合の

ほか、少なくとも７日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知

するとともに、岡山労働局長に通知するものとする。 

 

第３条  会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、

又は細目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会等を設ける

ことができる。 

 

第４条  委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その

旨を会長に適当な方法で通知しなければならない。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらか  

じめ会長に適当な方法で通知しなければならない。 

 

第５条  会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受け

るものとする。 
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３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又

は意見を聴くことができる。 

 

第６条  会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人

情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利

利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長

は、会議を非公開とすることができる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど       

必要な措置をとることができる。 

 

第７条  会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、会長及び会長

の指名した委員２人が署名するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開する         

ことにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若        

しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれが   

ある場合には、会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることが               

できる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとす

る。  

  

第８条  会長は、審議会が議決を行ったときは、答申書又は議決書をそれぞれ

議事録の写しを付してその都度岡山労働局長に送付するものとする。 

 

第９条  この規程に定めるもののほか、小委員会等の議事運営に関し必要な事

項は、小委員会等の長が当該小委員会等に諮って定める。   

 

第１０条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 

この規程は平成１３年６月１日から施行する。 


